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◎群馬県告示第２０５号

計量法（平成４年法律第５１号）第１９条第１項に規定する特定計量器の定期検査を次のとおり実施する。

令和２年７月３１日

群馬県知事 山 本 一 太

１ 定期検査を行う区域 桐生市及びみどり市

２ 定期検査の対象となる特定計量器 非自動はかり（計量法施行令（平成５年政令第３２９号）第５条第１号又

は第２号に掲げるものを除く。）、分銅及びおもり

３ 日時及び場所

実 施 期 日 実 施 時 間 実 施 場 所

令和２年９月３日 午前１０時～正午 みどり市商工会東支所

令和２年９月４日 午前１０時～午後３時 みどり市笠懸町商工会館

令和２年９月７日 午前１０時～午後３時 みどり市厚生会館

令和２年９月１０日 午前１０時～午後３時 桐生市黒保根支所

令和２年９月１１日 午前１０時～午後３時 桐生市新里商工会館

令和２年９月１４日 午前１０時～午後３時 桐生市東公民館

令和２年９月１５日 午前１０時～午後３時 桐生市相生公民館

午前１０時～午前１１時３０分 桐生市梅田公民館
令和２年９月１６日

午後１時～午後３時３０分 桐生市境野公民館

令和２年９月１８日 午前１０時～午後３時 桐生市西公民館

令和２年９月２４日 午前１０時～午後３時 桐生市南公民館

令和２年９月２５日 午前１０時～午後３時 桐生市北公民館

令和２年９月２８日 午前１０時～午後３時 桐生市広沢公民館

令和２年９月２９日 午前１０時～午後３時 桐生市役所

令和２年１０月１日 午前１０時～午後３時 桐生市役所

なお、計量法第２１条第３項に規定する者その他表に定める実施期日に受検できなかった者の特定計量器の定

期検査は、別に指定する期日及び場所で行う。

４ 定期検査を行う指定定期検査機関の名称 一般社団法人群馬県計量協会

◎群馬県告示第２０６号

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更する。

なお、その関係図面は、告示の日から１月間、群馬県県土整備部道路管理課及び群馬県中之条土木事務所におい
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て一般の縦覧に供する。

令和２年７月３１日

群馬県知事 山 本 一 太

道路の
路線名 区 間

変更の 敷地の幅員 延 長
種 類 前後別 メートル メートル

一般国道 １４５号 吾妻郡長野原町大字大津字西原２４９ 前 ７．５～５１．５ ４００９．７
番の１地先から同郡同町大字長野原字
尾坂甲１１９９番地先まで 後 - -

毎週火､金曜日発行
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